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in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

　

環
境
保
全
活
動
に
功
績
の
あ
っ

た
個
人
ま
た
は
団
体
・
事
業
者
を

表
彰
す
る
た
め
、
環
境
賞
の
候
補

者
を
募
集
し
ま
す
。

　

日
常
生
活
や
事
業
活
動
に
お
い

て
、
環
境
に
配
慮
し
た
取
り
組
み

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
受
賞
に

ふ
さ
わ
し
い
功
績
の
あ
っ
た
個

人
・
団
体
・
事
業
者
を
、
ぜ
ひ
、

ご
推
薦
く
だ
さ
い
。（
自
薦
も
可
）

 

市
内
在
住
の
方
、
市
内
の
団
体

ま
た
は
事
業
者

 

９
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

１１

に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直

接
、
住
所
・
氏
名
（
団
体
ま
た
は

事
業
者
の
場
合
、
名
称
お
よ
び
代

表
者
氏
名
）・
電
話
番
号
・
自
薦

ま
た
は
推
薦
の
理
由
・
活
動
内

容
・
実
績
等
（
推
薦
の
場
合
、
推

薦
者
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
）
を
明
記
し
、
環
境
政
策
課
環

境
係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不

１８４

要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
１
７ 
　

儿　

儿
６

３８７

０４２

３８３

５
７
７
）
へ

 　

市
で
は
、
２
月
６
日
～
３
月
５

日
に
、
同
設
計
（
案
）
に
対
し
て
、

意
見
を
募
集
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見

対申

FAX

新
庁
舎
・（
仮
称
）
新
福
祉
会

館
建
設
基
本
設
計
（
案
）
に

対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
の
検
討
結
果

の
検
討
結
果
お
よ
び
そ
の
理
由
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■
意
見
数
・
人
数　

件
・　

人

３９５

１５０

■
公
開
場
所
企
画
政
策
課
（
市
役

所
本
庁
舎
２
階
）
、
地
域
福
祉
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
）
、
情

報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）
、

主
な
市
内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
６
）

０４２

３８７

 　

公
募
委
員
選
考
基
準
等
に
よ

り
、
次
の
公
募
市
民
の
方
々
を
委

員
に
選
任
し
ま
し
た
。

【
地
球
温
暖
化
対
策
地
域
推
進

　

計
画
策
定
検
討
委
員
会
】

▽
鈴
木
玲
子
さ
ん
、
土
屋
文
雄
さ

ん
、
富
永
泰
夫
さ
ん

 

環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
７
）

３８７【
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
委

員
会
】

▽
森
田
眞
希
さ
ん
、
榊
原
弘
文
さ

ん
、
柳
井
美
紀
さ
ん

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

【
地
域
自
立
支
援
協
議
会
】

▽
佐
藤
宮
子
さ
ん

 

自
立
生
活
支
援
課
障
害
福
祉
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
８
）

０４２

３８７

 　

３
月
２
日
か
ら
一
時
休
止
し
て

い
た
、
市
民
課
で
の
税
関
係
証
明

書
（
市
・
都
民
税
課
税
証
明
書
お

よ
び
納
税
証
明
書
）
の
交
付
を
６

月　

日
（
水
）か
ら
再
開
し
ま
す
。

１０

　

な
お
、
市
民
税
課
、
納
税
課
で

も
こ
れ
ま
で
ど
お
り
同
証
明
書
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

 

市
民
課
市
民
係
（
市
役
所
第
二

問委
員
選
任
結
果

問問問６
月　

日
か
ら
市
民
課
で
の

１０

税
関
係
証
明
書
の
交
付
を
再
開

問

庁
舎
１
階
☎　

儿　

儿
９
８
３
０
）

０４２

３８７

 　

令
和
３
年
４
月
４
日
任
期
満
了

の
小
金
井
市
議
会
議
員
の
選
挙
期

日
を
決
定
し
ま
し
た
。

■
告
示
日
令
和
３
年
３
月　

日
１４

（
日
）

■
投
開
票
日
令
和
３
年
３
月　

日
２１

（
日
）

 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
☎

　

儿　

儿
９
８
８
１
）

０４２

３８７

 
■
募
集
内
容
▽
家
族
向
け
・
単
身

者
向
け
（
一
般
募
集
住
宅
）
▽
若

年
夫
婦
・
子
育
て
世
帯
向
け
（
定

期
使
用
住
宅
）
等

■
申
込
書
配
布
期
間
６
月
８
日

（
月
）
～　

日
（
火
）

２３

■
申
込
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
管
財
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）
、
施
設
管
理
室
（
同
１
階
、

夜
間
・
休
日
の
み
）
、
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

募
集
内
容
、
申
込
資
格
等
詳
し

く
は
、
「
都
営
住
宅
入
居
者
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

 

６
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

２６

郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ

 

Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
）
募
集
セ
ン
タ
ー
（
☎　
０３

儿
３
４
９
８
儿
８
８
９
４

h
ttp

s://w
w
w
.to
-k
o
u
sy
a
.o
r.jp

/

）
、
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住

宅
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　

令
和
元
年　

月
に
配
布
し
た

１２

「
東
京
都
施
行
型
都
民
住
宅
入
居

者
募
集
の
ご
案
内
」
で
次
回
募
集

小
金
井
市
議
会
議
員
選
挙
の

投
票
日
が
決
定

問都
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

他申問

HP

都
民
住
宅（
東
京
都
施
行
型
）

入
居
者
募
集
時
期
が
変
更

日
程
を
、
６
月
１
日
（
月
）
～
９

日
（
火
）
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

変
更
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
日
程

に
つ
い
て
は
、
改
め
て
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
市
報
等
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

 

Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
）
募
集
セ
ン
タ
ー
（
☎　
０３

儿
３
４
９
８
儿
８
８
９
４ 

h
ttp

s://w
w
w
.to
-k
o
u
sy
a
.o
r.jp

/

）
、
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住

宅
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　

令
和
２
年
度
（
２
０
１
９
年

分
）
の
市
民
税
・
都
民
税
税
額
決

定
・
納
税
通
知
書
を
６
月　

日
に

１０

発
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
２
年
度
市
民
税
・

都
民
税
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書

は
、
６
月　

日
か
ら
発
行
で
き
ま

１０

す
。

　

な
お
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
期
限
、
所
得
税
の
確
定
申
告
期

限
の
延
長
に
よ
り
、
３
月　

日
以

１７

降
に
提
出
さ
れ
た
申
告
書
の
内
容

は
、
最
初
の
決
定
通
知
書
に
反
映

さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
場
合
は
、
順
次
反
映
し

次
第
、
改
め
て
通
知
し
ま
す
。

 

市
民
税
課
市
民
税
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
９
）

３８７
 

【
新
築
（
増
改
築
）
調
査
に

　

ご
協
力
を
】

　

新
築
（
増
改
築
）
家
屋
は
、
建

築
し
た
年
の
翌
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

市
で
は
、
令
和
３
年
度
課
税
の

た
め
に
、
令
和
２
年
１
月
２
日
以

降
、
新
築
お
よ
び
増
改
築
し
た
家

問

HP

令
和
２
年
度

市
民
税
・
都
民
税
税
額
決
定
・

納
税
通
知
書

問家
屋
に
関
す
る
お
知
ら
せ

屋
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
は
、
市
の
調
査
員
（
固
定

資
産
評
価
補
助
員
）
が
、
事
前
に

日
程
を
調
整
の
う
え
伺
い
ま
す
。

　

調
査
員
は
、
職
員
証
明
書
等
を

提
示
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
調
査
内
容
屋
根
や
外
壁
・
各
部

屋
の
内
装
等
に
使
わ
れ
て
い
る
資

材
や
設
備
の
状
況
を
調
査
し
ま
す

【
取
り
壊
し
た
と
き
は

　

ご
連
絡
を
】

　

市
で
は
、
家
屋
の
取
り
壊
し
の

確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
課
税

事
務
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
、
家

屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
資
産

税
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

取
り
壊
し
た
家
屋
に
は
、
翌
年

度
か
ら
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

居
住
用
家
屋
が
建
っ
て
い
る
土

地
は
、
税
負
担
を
軽
減
す
る
特
例

措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
こ
の

適
用
が
な
く
な
り
、
翌
年
度
の
土

地
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

が
上
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

資
産
税
課
家
屋
係
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
２
１
）

 　

市
で
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供

事
業
者
が
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三

者
評
価
」
を
受
審
し
た
場
合
に
、

そ
の
受
審
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評

価
と
は
、
東
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス

評
価
推
進
機
構
が
認
証
し
た
評
価

機
関
が
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
評
価

す
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
結
果
は
、
（
公
財
）
東
京

都
福
祉
保
健
財
団
が
運
営
す
る

「
と
う
き
ょ
う
福
祉
ナ
ビ
ゲ
ー
シ

問福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価

受
審
費
の
一
部
を
補
助

ョ
ン
（h

ttp
://w
w
w
.fu
ku
n
avi

.o
r.jp
/fu
ku
n
avi/

）
」
な
ど
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
さ
れ
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
、
サ
ー

ビ
ス
を
選
択
す
る
際
の
情
報
と
し

て
、
ま
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
事

業
者
の
事
業
改
善
の
た
め
に
活
用

さ
れ
ま
す
。

 

市
内
に
次
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
事
業
所
が
あ
り
、
第
三

者
評
価
の
結
果
の
公
表
に
同
意
で

き
る
事
業
者

▽
高
齢
系
＝
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

対

型
訪
問
介
護
看
護
、
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
な
ど

▽
障
害
系
＝
居
宅
介
護
、
短
期
入

所
（
医
療
型
）
、
障
害
児
通
所
支

援▽
子
ど
も
家
庭
系
＝
認
可
保
育
所

（
民
設
）
、
認
証
保
育
所
Ａ
型
・

Ｂ
型

 

６
月　

日
ま
で
に
、
所
定
の
申

１９

請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
書
類
を

添
付
し
、
地
域
福
祉
課
地
域
福
祉

係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
９
１
５
）
へ

３８７
申

第　

回
１８

小
金
井
市
環
境
賞

候
補
者
募
集

　

梅
雨
や
台
風
の
時
期
は
、
長

雨
や
集
中
豪
雨
で
地
盤
が
ゆ
る

み
、
が
け
や
よ
う
壁
な
ど
の
崩

壊
が
起
こ
り
や
す
く
な
り
ま

す
。

　

特
に
、
危
な
い
が
け
や
不
完

全
な
よ
う
壁
で
お
お
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
家
で
は
、
大

き
な
被
害
を
受
け
る
ば
か
り
で

な
く
、
隣
接
す
る
方
々
の
生

命
、
財
産
に
ま
で
危
険
を
及
ぼ

す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
日
ご
ろ
か
ら
家
の

周
り
の
安
全
を
確
か
め
、
危
な

い
石
積
み
や
土
留
め
等
は
補
強

改
善
し
、
雨
水
の
排
水
を
よ
く

す
る
な
ど
し
て
、
安
全
対
策
に

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

す
で
に
、
関
係
機
関
か
ら
改

善
等
の
措
置
を
と
る
よ
う
勧
告

を
受
け
て
い
る
方
は
、
補
強
、

改
良
な
ど
の
工
事
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
律
（
宅
地
造
成
等

規
制
法
）
で
定
め
ら
れ
た
区
域

内
で
一
定
の
高
さ
以
上
の
切
り

土
・
盛
り
土
を
し
た
り
、
よ
う

壁
な
ど
を
築
造
す
る
と
き
は
、

事
前
の
許
可
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務

所
開
発
指
導
第
二
課
（
☎　

儿
０４２

　

儿
２
３
８
６
）
、
市
ま
ち
づ

３６４く
り
推
進
課
ま
ち
づ
く
り
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
２
）

０４２

３８７

問

家
の
周
り
の
再
点
検
を

危
険
な
が
け
崩

危
険
な
が
け
崩
れれ


